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昭
和
五
十
五
年
一
月
三
十
一
日
提
出 

質

問

第

二
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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

基
地
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
五
十
五
年
一
月
三
十
一
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

灘 
尾 

弘 

吉 

殿 

 

提 

出 

者 
 

岩 

垂 

寿 

喜 

男 

 

一 

 



 

厚
木
海
軍
飛
行
場
（
以
下
「
本
件
飛
行
場
」
と
い
う
。
）
周
辺
に
お
い
て
は
、
軍
用
機
の
飛
行
及
び
エ
ン
ジ
ン
テ
ス

ト
に
起
因
す
る
騒
音
公
害
及
び
墜
落
事
故
の
不
安
が
付
近
住
民
よ
り
訴
え
ら
れ
て
久
し
い
が
、
以
下
各
項
目
に
つ

い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

一 

墜
落
事
故
に
つ
い
て 

1 

安
保
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
地
位
協
定
第
六
条
に
基
づ
い
て
本
件
飛
行
場
を
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
提
供
し

て
以
降
今
日
ま
で
の
、
本
件
飛
行
場
よ
り
離
陸
し
或
い
は
本
件
飛
行
場
に
飛
来
し
よ
う
と
し
た
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
軍
隊
の
航
空
機
の
墜
落
又
は
落
下
物
に
よ
る
事
故
（
以
下
「
墜
落
事
故
等
」
と
い
う
。
）
の
発
生
状
況
（
発
生

年
月
日
、
発
生
場
所
、
機
種
、
事
故
の
原
因
、
被
害
の
状
況
―
塔
乗
員
の
死
傷
を
含
む
。
）
を
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。 

基
地
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

二 

騒
音
に
つ
い
て 

5 

ボ
ー
イ
ン
グ
七
二
七
、
ダ
グ
ラ
ス
Ｄ
Ｃ
―

8
、
Ｆ
―

8
ク
ル
ー
セ
イ
ダ
ー
及
び
Ｆ
―

4
Ｊ
フ
ァ
ン
ト
ム
の

各
事
故
率
（
総
飛
行
時
間
と
墜
落
事
故
の
比
）
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

4 

自
衛
隊
発
足
後
今
日
ま
で
の
、
自
衛
隊
の
航
空
機
に
よ
る
墜
落
事
故
等
に
つ
い
て
各
年
度
毎
の
発
生
件
数

並
び
に
人
的
物
的
被
害
の
総
量
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

3 

安
保
条
約
発
効
後
今
日
ま
で
の
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
の
使
用
し
て
い
る
飛
行
場
に
発
着
す
る
航
空
機

に
よ
る
墜
落
事
故
等
に
つ
い
て
各
年
度
毎
の
発
生
件
数
並
び
に
人
的
物
的
被
害
の
総
量
に
つ
い
て
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。 

2 
昭
和
四
十
六
年
本
件
飛
行
場
が
共
同
使
用
と
な
つ
て
以
降
今
日
ま
で
の
、
本
件
飛
行
場
よ
り
離
陸
し
或
い

は
本
件
飛
行
場
に
飛
来
し
よ
う
と
し
た
自
衛
隊
の
航
空
機
に
よ
る
墜
落
事
故
等
の
発
生
状
況
（
発
生
年
月
日
、

発
生
場
所
、
機
種
、
事
故
の
原
因
、
被
害
の
状
況
―
塔
乗
員
の
死
傷
を
含
む
。
）
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

 



 

3 

昭
和
三
十
八
年
九
月
十
九
日
日
米
合
同
委
員
会
に
お
い
て
、
「
軍
用
上
の
必
要
に
応
じ
及
び
合
衆
国
軍
隊

の
態
勢
を
保
持
す
る
上
に
緊
要
を
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
午
後
一
〇
時
か
ら
午
前
六
時
ま
で
の
間
本
件
飛

行
場
に
お
け
る
す
べ
て
の
活
動
（
飛
行
及
び
グ
ル
ー
プ
ラ
ン
ア
ッ
プ
）
が
禁
止
さ
れ
る
」
旨
の
合
意
が
な
さ
れ

て
い
る
が
、
右
合
意
時
以
降
今
日
ま
で
の
間
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
の
航
空
機
が
右
禁
止
時
間
帯
に
飛

行
し
た
件
数
に
つ
い
て
各
月
毎
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

2 

防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
に
基
づ
き
、
本
件
飛
行
場
に
係
る
第
一
種

区
域
を
指
定
す
る
た
め
に
、
防
衛
施
設
庁
が
実
施
し
た
騒
音
調
査
で
得
ら
れ
た
全
測
定
地
点
に
お
け
る
全
騒

音
記
録
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

1 
本
件
飛
行
場
周
辺
に
お
い
て
、
本
件
飛
行
場
に
発
着
す
る
航
空
機
及
び
エ
ン
ジ
ン
テ
ス
ト
に
起
因
す
る
騒

音
に
つ
い
て
測
定
し
た
こ
と
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
そ
の
時
期
、
方
法
、
場
所
及
び
結
果

に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

 



 

 

六 

4 
本
件
飛
行
場
に
発
着
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
の
航
空
機
に
対
し
て
、
そ
の
離
陸
若
し
く
は
着
陸
の
方

法
及
び
飛
行
の
方
法
に
つ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
指
示
の
内
容
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

三 

規
制
に
つ
い
て 

航
空
基
地
に
関
す
る
騒
音
規
制
、
飛
行
規
制
に
つ
い
て
、
我
が
国
に
お
け
る
規
制
内
容
を
ア
メ
リ
カ
合
衆 

国
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
そ
れ
に
対
比
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


